
入札公告 

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ
り公告する。 

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共
通事項及び同細則による。 

 

令和４年４月２７日 

東広島市長 髙垣 德 

１ 入札に付する事項 

（１）物品・委託役務の名称 東広島市学びのキャンパス推進調査・戦略案策定業務 

（２）物品・委託役務管理番号 13040006 

（３）物品委託役務内容 本市の生涯学習の推進に際し、市民の「学び」が「実践」につながる好循環を目
的とし施策を推進することを目指すため、アンケートや聞き取り調査を実施し、
その集計および分析を行うとともに、学びの実施計画の戦略案を策定する。 

（４）納入・履行期間 契約締結日の翌日から令和５年３月２４日まで 

（５）納入・履行（就業）場所 生涯学習課及び市内公共施設等 

（６）予定価格 落札後公表 

（７）最低制限価格 なし 

（８）入札方式 一般競争入札 

（９）入札区分 紙入札 

（10）使用する契約約款 業務委託契約約款（成果物の製造） 

（11）契約種別 総価契約 

（12）収入印紙 要 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 令和 3 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31
日までの東広島市物品役務等競争入札
参加資格として次の入札参加資格認定
区分の認定を受けている者 

調査・計画＞各種行政計画・調査等 

イ 法令等による登録等 問わないものとする。 

ウ 技術者 問わないものとする。 

エ 営業所等所在地 
※本店とは、法人にあっては登記されている
本店とし、個人事業者にあっては営業活動の
本拠を置いている場所とする。 
※営業所とは、法人においてその所在する市
（町）の法人市（町）民税の申告のある営業
所とする。 

広島県内に本店または営業所を有する者。 

オ 会社の履行実績 問わないものとする。 

カ その他 令和元年 8 月 26 日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札
公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。 

３ その他の入札条件 

なし  

物品調達等及び委託役務 



４ 日程等 

手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項 

ア 公告日 令和４年４月２７日  東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。 
 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。 

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間 

令和４年４月２７日～ 

令和４年５月２３日 

 東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 
 見本等の有無 ： 無 

ウ 同等品確認期間
（物品の買入れ
及び借入れに限
る） 

 

 
 

 同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックス
すること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡するこ
と。 
 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。 

エ 同等品確認回答
閲覧期間 

 

 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

オ 質問書提出期間 令和４年４月２７日～ 

令和４年５月１０日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得 
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注
担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注
担当課へ事前に電話連絡すること。 
 生涯学習部 生涯学習課（発注担当課） 
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁北館２階） 
 電話番号 082-420-0979  ／ファックス番号 082-422-1610 
 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 
 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。 

カ 回答書閲覧期間 令和４年５月１３日～ 

令和４年５月２３日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

キ 入札期間 令和４年５月１９日～ 

令和４年５月２０日 

（午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分） 

入札場所  
 東広島市総務部契約課（契約担当課）  
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 

入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本

市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作
成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 

特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調
達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。 

ク 開札日時 令和４年５月２３日 

午後 2 時 10 分 

開札場所 
入札室（東広島市西条栄町８番２９号 本庁本館４階） 
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、

開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１
回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
ものとする。 
 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。 
 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 
 再度の入札は、２回目まで行う。 

 

５ 資格要件確認資料の提出 
本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。 

 

（１）提出書類 

書類の区分 
提出書類 

（○印） 
備考 

ア 入札参加資格確認申請書  

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。 

イ 入札参加資格要件総括表  

ウ 誓約書  

エ 配置予定技術者届出書  

オ 履行実績確認表  

カ 履行実績証明書（物品・委託役務）  

キ 法令等による登録等を確認するための資料   
ク その他   

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 
（３）提出期限   
（４）提出先 「６ 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。 
（５）その他 

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。 
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 

６ 問い合わせ先（契約担当課） 

総務部契約課 物品役務係 
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
電話番号 ０８２－４２０－０９３０ 
ファックス番号 ０８２－４３１－００７７ 
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東広島市学びのキャンパス推進調査・戦略案策定業務仕様書 

 

第１章  総則                                                                 

  本仕様書は、東広島市（以下「本市」という。）が発注する、東広島市学びのキャンパス推進調査・戦略

案策定業務（以下「本業務」という。）に適用する。  

 

１  業務目的  

東広島市ではこれからの生涯学習の推進に際し、「市全体を学びのキャンパス」にすることを理想像と

し、市民の「学び」が「実践」につながる好循環を目的とし、東広島市生涯学習推進計画の基本目標を

遵守して施策を推進する。 

そのため、市民の学びの実態を把握するためのアンケートや聞き取り調査を実施し、その集計および

分析を行うとともに、今後の学びの実施計画の戦略案を策定する。  

 

２ 履行場所 

  生涯学習課及び市内公共施設等 

 

３  履行期間  

    契約締結日の翌日から令和５年３月２４日まで  

（１）基礎調査 

   ア アンケート調査            ６月実施 

＊  イ アンケート解析  ・データ整理    ７月末 

＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊・データ初期解析＊＊８月末 

＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊・データクロス分析＊９月末 

   ウ 聞き取り調査           ６～８月 

 （２）学びの戦略案策定等 

戦略解析 
策定時期 

１０月末まで １１月末まで 

スポーツ施設の特徴化・聖地化 速報戦略案 戦略案 

東広島市公設で、ホールのある地域拠点の文化と学びの

施設の指定管理業務の自主事業の費用積算 
－ 詳細金額 

図書館の電子化に伴う市民利用と地域図書館特徴化との

整合性 
速報戦略案 戦略案 

美術館を中心とした市民の造形芸術・文化活動の市民作

品展示 
速報戦略案 戦略案 

豊栄地区のスポーツ、文化活動、図書などの機能の有機

的な結び付けの費用積算 
－ 詳細金額 

文化財や文化財関連施設と市内施設や地域の特徴化を結

び付け、文化歴史への関心を高めること 
－ 戦略案 
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生涯学習センター、地域センターにおける学習活動・学

習内容 
速報戦略案 戦略案 

青少年の生涯学習の体験に係る場の充実 速報戦略案 戦略案 

 ※速報戦略案とは、（１）の基礎調査および戦略解析等に基づく戦略案（成果品）のうち、新年度

予算編成に必要な内容のみを先行して作成したもの。 

 

 （３） 成果品の納品 令和５年３月１７日（金） 

※ただし、本市から個々の成果品等の提出指示があった場合においては、受注者はこれに従う 

ものとする。 

 

４  関係法令等の遵守  

受注者は、本業務の実施にあたり、本仕様書並びに関係する法令、省令、規則、細則、通知、通達お

よび条例等を遵守しなければならない。  

 

５  個人情報の保護および秘密の保持  

受注者は、本業務の処理上知り得た個人情報およびその他一切の秘密を他人に漏らしたり、本業務の

処理以外の目的に使用してはならない。  

 

６  提出書類  

   受注者は、本業務の着手にあたっては、契約後 2 週間以内に、次の（１）（２）の書類を提出しなけれ

ばならない。  

  受注者は、本業務の契約後、直ちに発注者との業務遂行にかかる協議を行い、契約後 30 日以内に、次

の（３）の書類を提出しなければならない。  

  受注者は、本業務の完了にあたっては、完了後ただちに、次の（４）の書類を提出しなければならない。  

（１）着手届 

（２）主任技術者届および経歴書  

（３）工程表 

（４）完了届 

（５）その他本市が必要とする書類 （提出時期は約款その他発注者の指示による） 

 

７  主任技術者および技術員  

（１）受注者は、本業務における主任技術者を定め、本市に届け出るものとする。  

（２）主任技術者は、業務全般にわたり技術的監理を行わなければならない。  

（３）受注者は、円滑に業務を遂行するために十分な数の技術員を配置しなければならない。  

  

８  打合せ等  

（１）受注者は、本市担当者と緊密な連絡を取り、十分に打合せを行って業務を遂行するものとし、担

当者が指示した事項についてはその指示に従わなければならない。  

（２）本市担当者との主要な打合せには、主任技術者が出席するものとし、受注者の責任において議事
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録を作成し、遅滞なく本市に提出しなければならない。 

（３）受注者は、本仕様書の記載事項または本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速

やかに本市担当者と協議するものとする。  

 

９  資料の貸与  

    本業務の遂行に必要な資料の収集、調査等は原則として受注者が行うものとするが、本市で所有して

いる資料等で本業務に利用できうるものは受注者に貸与する。  

なお、貸与された資料等については、受注者においてリストを作成のうえ本市に提出し、業務完了後

は速やかに返還するとともに本市担当者の確認を受けるものとする。  

 

１０  著作物の使用等  

（１）受注者は、業務の実施に当たって、第三者が権利を有する著作物を使用しようとするときは、当

該著作物の使用に必要な費用の負担および使用許諾契約に係る一切の手続を行わなければならない。

この場合において、受注者は、当該契約等の内容について事前に本市の承諾を得るものとする。  

（２）業務の実施に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じたときは、当該紛争の

原因が本市の責めに帰す場合を除き、受注者の責任および負担において一切を処理するものとする。

この場合、本市は当該紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、受注者は、必要な範囲で訴

訟上の防衛を本市のために講じなければならない。  

  

１１  成果品の検査等および著作権等の帰属    

（１）受注者は、第２章で示す業務の内容に基づき、本仕様書で成果品として指定された提出物一式を

納品し、本市の成果品検査を受けること。  

（２）本市の成果品検査の合格をもって業務の完了とする。なお、本市の成果品検査において修正を指

示した箇所については、直ちに訂正すること。  

（３）業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う契約の内容に適合しないものが発見された場合、

受注者は直ちに成果品の訂正を行わなければならない。  

（４）受注者は、成果品（報告書、資料、議事録、履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に

閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。ただし、本市の承諾を得たときはこの限りでな

い。  

（５）業務の実施に当たって生じた著作権等のすべての権利は本市に帰属するものとする。  

 

１２ 成果品の修正    

（１）納品後の成果品は、本市の次に掲げる生涯学習推進の諮問機関および教育方針の決定機関等の答

申および審議を経るものとする。 

＜生涯学習推進の諮問機関＞ 

① 東広島市社会教育委員会議 

② 東広島市スポーツ推進審議会 

③ 東広島市歴史文化基本構想策定委員会 

④ 東広島市実演芸術検討協議会 
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⑤ 東広島市美術館協議会 

⑥ 東広島市美術展運営委員会 

⑦ 東広島市図書館協議会 

 （２）その際、上記（１）に掲げる専門家の意見等により修正または加筆訂正が生じた部分については、

市が修正を行うものとし、修正後の戦略をもって市の施策とする。  

（３）受注者は、当該修正において、発注者から加筆訂正および追加資料の提出の協力を受けた際は、 

その対応に協力するものとする。 

その際の費用負担については、発注者と受注者の協議の上で定めるものとする。  

 

１３ 委託料の支払 

委託料については、委託業務完了に伴う完了検査に合格した後、請求書に基づき一括して支払う。 
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 第２章  業務内容                                                              

  本業務の内容は次のとおりとする。  

 １  業務概要   次の（Ａ）、（Ｂ）の業務を行うものとする。 

 （Ａ）基礎調査   市民対象のアンケート調査およびヒアリングを行う。 

【目的】 

① 東広島市の学びの全体像を把握する。 

② 東広島市で体系的に掌握できていない民間の学びの場の集計（地区、規模、頻度、内容） 

を行う。 

③ 東広島市の学びの特徴的な分野、弱点分野（本市以外の市町に学びのために通う必要       

が生じている分野を含む）を特定する。 

④ （Ｂ）の学びの戦略案策定の基礎資料とする。 

 

 （Ｂ）学びの戦略案策定 次の①～⑧の学びの戦略案の策定等を行う。 

戦略案策定は、（Ａ）の基礎調査とともに、これまで市で策定した計画並びにその計画 

において行った調査（表１）をもとに行う。 

 

                   表１ 市で策定した計画およびその計画において行った調査 

計画名 策定時期 
計画において実施し
たアンケート名 

対象者 

東広島市生涯学習推進計画 令和元年９月 
平成３０年度東広島
市生涯学習に関する
調査 

３，０００人 

東広島市スポーツ推進計画 平成２９年３月 

市民アンケート ２，０００人 

スポーツ団体ヒアリ
ング 

スポーツ関係団
体、大学等９団体 

東広島市文化芸術振興 
プログラム 

平成２８年３月 
文化芸術団体に関す
るアンケート 

９０団体 

東広島市歴史文化基本構想 平成２９年１１月 
東広島市の歴史文化
に関するアンケート 

１，０００人 

東広島市美術館建設基本 
構想・基本計画 

平成２８年２月 なし  

東広島市図書館サービス 
計画（２期） 

令和元年９月 なし  

東広島市子どもの読書活動
推進計画（第３次） 

令和２年１０月 
子どもと本を結ぶ 
ワークショップ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・司書など
４６人 

 

【基礎調査に基づき策定する今後の学びの戦略案】 

① スポーツ施設の特徴化・聖地化の戦略案の策定 

② 東広島市公設で、ホールのある地域拠点の文化と学びの施設の指定管理業務の自主事業の

戦略案とその費用積算 
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③ 図書館の電子化に伴う市民利用の戦略案と、地域図書館特徴化との整合性と戦略案の策定 

④ 美術館を中心とした市民の造形芸術・文化活動の市民作品展示の戦略案の策定 

⑤ 豊栄地区のスポーツ、文化活動、図書などの機能を有機的な結び付けにかかる戦略案とそ

の費用積算 

⑥ 文化財や文化財関連施設と市内施設や地域の特徴化を結び付けることによる、文化歴史へ

の関心を高める戦略案の策定 

⑦ 生涯学習センター、地域センターにおける学習活動・学習内容の可視化および戦略案の策 

  定 

⑧ 青少年の生涯学習の体験の場の充実に係る戦略案の策定 

 

２  業務内容 

（Ａ） 基礎調査 

（１）調査の名称  

       本業務に係る調査の名称は「東広島市学びのキャンパス推進のための実態調査」（以下、「市民実

態調査」という。）とする。  

（２）調査概要  

      ア 対象  

        調査は次の３通りの調査を行うこととする。 

（ア）東広島市内在住の市民へのアンケート 

（イ）東広島市に拠点を置く生涯学習推進団体（サークル等を含む）へのヒアリングまたは 

アンケート 

（ウ）生涯学習施設利用者へのアンケート 

   

 イ 対象者の抽出方法  

（ア）東広島市内在住の市民アンケート 

           ○住民基本台帳から１８歳以上の市民を無作為抽出する。 

       ○対象者  １，０００人   

○調査方法  配付は郵送方式、回収は郵送方式（料金受取人払）およびＷＥＢ方式とす

る。 

※回収率は５０％程度を想定。  

          ○調査実施時期  令和４年６月 

 

（イ）東広島市に拠点を置く生涯学習推進団体等へのヒアリングまたはアンケート 

       ○対象者    ３００団体程度 

区分 対象団体 

生涯学習推進団体 自主サークル（生涯学習センターおよび地域センター） 

スポーツ推進団体 スポーツ協会加盟競技団体等 

小学校区体育振興会 

スポーツ推進委員協議会 
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文化団体 実演団体 

造形団体 

図書館 ボランティア団体 

図書館司書 

学校司書 

連携先団体（大学、福祉分野、子育て分野等） 

          ○調査方法  配付は郵送方式または聞き取り方式、回収は郵送方式（料金受取人払）

または聞き取り方式の場合は、手交受取とする。 

※回収率は８０％程度を想定 

○調査実施時期   令和４年６月～８月 

 

（ウ）生涯学習施設利用者 

           ○アンケートの対象となる拠点を置く施設は、市の公共施設で次のものとする。 

・文化施設（生涯学習センター、地域センター、市民文化センター、くらら等）、 

・スポーツ施設（体育館、プール、グラウンド、パークゴルフ場、コミュニティ広場等） 

・図書館 

・児童青少年センター など 

       ○対象者 １，０００人  

          ○調査方法 配付は配布方式、 回収は手交受取、ＷＥＢ方式とする。 

 ※回収率は８０％程度を想定。  

          ○調査実施時期  令和４年６月  

 

（３）調査方法  

ア 役割分担（○：主、△：副） 

区分 備考 市 受注者 

ア
ン
ケ
ー
ト 

原案作成  ○ △ 

専門的修正 
統計調査の観点から、聞き方や項

目の修正 
 ○ 

アンケート印刷 封筒を含む  ○ 

広報ＨＰ周知  ○  

受取人払い許可 郵便局番号取得 ○  

無作為抽出  ○  

宛名データ 
データまたはシールの何れかを

受注者が選択 
○ 

シールの場合の 

シール用紙代 

封入発送   ○ 

施設での配布 

施設への依頼 ○  

施設への搬送 逓送は市 ○ 

配布 各施設  

回収 各施設  

施設からの回収 逓送は市 ○ 

返信分の取り扱い  ○  



8 

 

収受  ○  

ヒ
ア
リ
ン
グ 

会場代、設営費 

市公共施設の場合 ○予約含  

公共施設以外  
○予約・設営 

費用 

ヒアリング内容 

原案 
 ○ △ 

専門的修正 
統計調査の観点から、聞き方や項

目の修正 
 ○ 

調査書印刷   ○ 

広報 HP 周知  ○  

対象団体リスト  ○  

当日 ヒアリング実施 △ ○ 

デ
ー
タ
処
理 

開封・整理   ○ 

データパンチ   ○ 

当初集計方針 集計の仕方のアウトライン策定 ○ △ 

当初集計処理   ○ 

クロス分析方針 集計の仕方のアウトライン策定 ○ △ 

詳細集計   ○ 

成果品   ○ 

 

 イ 詳細 

（ア）アンケート  

a 基本内容作成 

市が作成するアンケートの原案について、受注者の専門的知識および経験並びに他市の

調査状況に基づき、本市に調査項目の助言・支援を行う。  

市と協議の結果定めたアンケート方針により、受注者で、統計処理の観点から、アンケ

ート内容の修正を行い、アンケート案を策定する。 

b アンケート等の作成および印刷  

アンケート（上記「a」に基づく）、発送用封筒および返送用封筒を作成し、印刷する。 

アンケートの依頼文書原案は市で作成する。（受注者名を記載紹介する） 

調査対象者の宛名についても、本市が提供する送付先の Excel データ（抽出方法等は、

次の「c」による。）を基に受注者にて印刷やラベルシールの貼付等により表示を行うこ

と。なお、印刷用の用紙や封筒、ラベルシール等は、受注者にて用意すること。 

＜アンケート等の条件＞  

           ○アンケート：Ａ４版両面刷りで１６頁程度。黒色１色刷りで中綴じ製本。  

           ○封筒類：・発送用封筒は定形外サイズ角２封筒、 

・受取人払い返送用封筒は定型サイズ長３封筒  

        c アンケート等の発送  

アンケートの発送は郵送とする。 

市民の無作為抽出は市で行う。その際、西条地区、八本松地区、志和地区、高屋地区、

黒瀬地区、福富地区、豊栄地区、河内地区、安芸津地区（以下「９地区」という。）の人

口比等に配慮することとし、地区ごとの対象者数については、データの優位性に配慮す
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る。以上の点についての詳細な地区別個体数は受注者の解析方針を踏まえた協議により

定める。 

発送準備については、アンケートおよび返信用封筒の封入・封かんを行った上で発送す

ること。（※郵送料は、受注者負担） 

d アンケートの回収（郵送方式）  

回答の返送は、受取人払いとし、返送先は市とする。（※受取人郵送料は市負担）  

回収率は８０％程度と想定する。 

想定と異なって差額が生じた場合についての、作業量の精算は行わないものとする。  

e アンケートの回収（ＷＥＢ方式）  

調査対象者が郵送に代わり、ＷＥＢページ（インターネット）においても回答できるよ

う、受注者においてアンケートと同内容の専用ＷＥＢページを製作し、回答を回収する

こと。   

ＷＥＢページはパソコンの他に、スマートフォン、タブレット端末からも回答ができる

ように対応することとし、サーバー等に必要な備品類は受注者が用意したものを使用す

るものとする。  

ＷＥＢページでの回答に当たっては、回答途中で一時保存ができるように機能を整備し

ておくこと。また、調査対象者が専用ページにアクセスしやすくするため、ＵＲＬをＱ

Ｒコード化し、アンケートに掲載するものとする。  

      アンケートにＩＤを印刷する等の方法により、郵送方式とＷＥＢ方式による同一人物か

らの重複回答の有無を識別できるように対応すること。  

f  調査データの入力並びに集計・分析等  

郵送方式とＷＥＢ方式による同一人物からの重複回答の有無を確認すること。 

同一人物からの回答が重複した場合には、本市との協議によりいずれか一方を有効な回

答として取り扱うものとする。本市との協議の上、無効とされた回答から必要に応じて  

記述を補充することも可とする。 

集計は、市との協議により定めた方針により、受注者の専門的分析力をもって対応する。 

g 回収したアンケート（ＷＥＢ回答を含む）のデータ入力、単純集計および解析を行う。 

解析の際は、全て９地区の分類と解析を行うこととする。 

なお、スポーツ施設（学校スポーツ施設を除く）および市民文化センター、黒瀬・豊栄・

安芸津生涯学習センター（以下、４施設をまとめて「４文化センター」という。）は個別

の施設ごとの分類と解析を必須とする。 

９地区の分類は必須とする。 

当初解析は、令和５年度の予算要求資料とする。 

h クロス集計は、調査対象者の属性情報や設問間のほか、本市と協議の上、分析に必要な集

計を行うものとする。 

※ なお、計数表示、端数処理、無回答等の取扱い方法等については、事前に手法を提示し、

本市の承認を得ること。  

※ 自由記述については、データとして入力した後、項目ごとに分類して整理するとともに、

テキストマイニングを実施して傾向を分析すること。  
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（イ）ヒアリング  

ア 基本内容作成 

市が作成するヒアリングの原案について、受注者の専門的知識および経験並びに他市の

調査状況に基づき、本市に調査項目の助言・支援を行う。  

市と協議の結果定めたヒアリング方針により、受注者で、統計処理の観点から、内容の

修正を行い、ヒアリング案を策定する。 

イ ヒアリングシート等の作成および印刷  

ヒアリング要旨を印刷する。 

        ウ ヒアリングの招集  

市が各種団体に文書発送または電話等でアポイントを取る。 

エ ヒアリング  

原則、受注者により実施し、必要に応じて市が同席する。  

オ ヒアリングデータの入力並びに集計・分析等  

集計は、市との協議により定めた方針により、受注者の専門的分析力をもって対応する。 

 ヒアリングシートのデータ入力、単純集計および解析は、全て９地区の分類と解析を行

うこととする。 

なお、スポーツ施設（学校スポーツ施設を除く）および４文化センターは個別の施設ご

との分類と解析を必須とする。 

当初解析は、令和５年度の予算要求資料とする。 

キ クロス集計は、調査対象者の属性情報や設問間のほか、本市と協議の上、分析に必要な

集計を行うものとする。 

※なお、計数表示、端数処理、無回答等の取扱い方法等については、事前に手法を提示し、 

本市の承認を得ること。  
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（Ｂ） 学びの戦略案策定等  

次の①～⑧の学びの戦略案の策定等を行う。 

 

① スポーツ施設の特徴化・聖地化（注 1）の戦略案の策定 

   【現状】  

ア 東広島市には、市の公共スポーツ施設は、１５６ある。 

 

イ 東広島市の民間スポーツ施設は、把握していない 

ウ 東広島市以外の公共団体等が管理するスポーツ施設は、把握しているが、統計処理は未完了。 

（スポーツ交流センターおりづる、県立広島高校、広島大学、近畿大学工学部、広島国際大

学等） 

エ 東広島市の公共スポーツ施設のうち、アクアパークを除く１５５施設について、 

・９地区別・人口別床面積 

・９地区別・利用者別床面積 

は整理している。これにより、市のスポーツの施設が不足している地区は把握している。 

 

   【当該業務】  

ア 民間スポーツ施設や他の公共団体のスポーツ施設全ての施設数と面積のリストを作成し、９

地区ごとにスポーツ区分（体育館、プール、グラウンド）を別に集計する。リストの作成に

あたっては、市民実態調査の調査結果を参考にするとともに、受注者で独自に調査を行って

施設を把握し、施設数および面積について東広島市内の全てを網羅するように努めること。

当該スポーツ施設が一般利用可能か、廃業していないかなどの聞き取りを行うなど、受注者

により入念に確認・精査を行い現時点での正確なデータとすること。 

グラウンド等屋外広場の器市民施設の内訳

市民 小学校 中学校 合計
市民
プール

学校
プール

合計 市民 小学校 中学校 合計
市民グ
ラウン
ド

テニス
コート

コミュ
ニティ

キャン
プ場

パーク
ゴルフ
場

合計

西条地区 0 10 4 14 10 10 2 10 4 16 1 1 2

八本松地区 0 4 2 6 4 4 1 4 2 7 1 1

志和地区 0 （1） 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2

高屋地区 0 5 2 7 5 5 4 5 2 11 4 4

黒瀬地区 1 5 1 7 1 5 6 2 5 1 8 2 2

福富地区 0 （1） 1 1 1 1 3 （1） 1 4 1 1 1 3

豊栄地区 2 1 1 4 2 2 4 4 1 1 6 2 1 1 4

河内地区 1 1 1 3 2 2 5 2 1 8 3 1 1 5

安芸津地区 1 3 1 5 1 3 4 2 3 1 6 2 2

合計 5 29 14 48 4 33 37 25 31 14 70 12 1 9 1 2 25

※小中一貫校は中学校で計上。 ※福富小中一貫校は中学校で計上。

市民 小学校 中学校 合計 市民 小学校 中学校 合計

西条地区 10,024 5,185 15,209 225,649 83,197 59,135 367,981

八本松地区 3,376 2,613 5,989 9,546 31,878 38,184 79,608

志和地区 （1,295） 1,295 1,295 58,016 3,900 13,047 74,963

高屋地区 4,668 1,997 6,665 23,096 41,096 32,466 96,658

黒瀬地区 1,106 4,086 1,129 6,321 70,168 49,902 19,258 139,328

福富地区 (1,544) 1,544 1,544 74,160 (21,972) 21,972 96,132

豊栄地区 2,757 680 941 4,378 46,556 5,281 17,481 69,318

河内地区 2,202 1,100 1,137 4,439 47,436 13,392 11,150 71,978

安芸津地区 1,829 2,796 1,528 6,153 30,016 16,900 10,264 57,180

合計 7,894 26,730 17,369 51,993 584,642 245,546 222,957 1,053,145

※小中一貫校は中学校で計上。 ※福富小中一貫校は中学校で計上。

市内のスポーツ施設は、
48+37+70

=155施設（市営）

＋アクアパーク

体育館　施設数 プール施設数 グラウンド等

体育館面積　㎡ グラウンド等面積　㎡



12 

 

イ 市民の利用形態と、各施設の一般利用の可否（大学施設や県立高校施設は、所属しか使えな

い）を考慮し、一般利用（有料無料を問わず）可能な施設における、民間施設および他の公

共団体施設を含めた次のデータ解析を行う。 

・９地区別・人口別床面積 

・９地区別・利用者別床面積 

ウ 各スポーツ施設別に、利用実態とアンケート・ヒアリングおよび市からの提供データから、

スポーツ施設の特徴化を解析する。 

エ スポーツ団体等のヒアリングやアンケートから、不足施設、不足分野（大会、合宿地等）等

を解析する。 

オ 施設ごとの特徴化・聖地化の可能性を調査し戦略案を策定する。 

カ 東広島市のスポーツ施設について既存の民間施設を反映した分析を行い、配置方針など今後

の在り方について考察する。また、東広島市の民間スポーツ施設を除くスポーツ施設が、県

内他都市、国内類似都市と比べて、過不足がないか解析する。 

 

② 東広島市公設で、ホールのある地域拠点の文化と学びの施設（注２）の指定管理業務の自主事業

の戦略案とその費用積算 

   【現状】  

ア ４文化センターは、くららの建設前は、各施設での自主事業を行っていたが、くららの建設

後は、鑑賞事業をくららに集約化し、各施設は貸館中心の市民利用の場となっている。 

イ ４文化センターのホールの設備環境や、地域のニーズや利用実態に応じた鑑賞および発表の

機会を増やしていくにあたり、各施設の自主事業についての戦略が必要。 

【当該業務】 

ア 市民アンケートや団体ヒアリング等を踏まえ、４文化センターごとの自主事業（鑑賞事業、

市民活動の発表事業）の戦略案を策定し、それに伴う指定管理料の費用を施設規模や付帯設

備に応じて試算する。 

イ 上記「ア」の指定管理料の試算について、鑑賞事業については、文化庁が実施している「文

化に関する世論調査」の文化芸術イベントのジャンルから選定し、興行の規模および内容等

に応じて、５段階に区分した費用を試算する。 

ウ 上記「ア」の指定管理料の試算について、市民活動の発表事業については、出演団体数や利

用施設の規模等に応じて、５段階に区分した費用を試算する。 

 

③ 図書館の電子化に伴う市民利用の戦略案と、地域図書館特徴化との整合性と戦略案の策定（注３） 

   【現状】 

ア 東広島市内には図書館が７館あるが、八本松町、高屋町、志和町にはない。 

イ 地域によって施設の大きさや規模に差がある。 

ウ 本市図書館は、ニーズが課題解決型へ移り変わっている中、従来型の図書貸出サービスを重

視した機能となっているため、図書館機能の再編が必要。 

エ 河内こども図書館は、館内に子ども用トイレや授乳室を設置し、子どもに分かりやすく内容

別に本を配置しているため、子どもや親子連れの利用が多く、利用者の半分以上が町外であ
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る。豊栄図書館は、高齢者が多い地域のため、町内地域のセンターへスタッフが出張するこ

とで利用者数を伸ばしている。 

オ 電子図書館を充実することに取り組み、来館しなくても図書館機能を暮らしの中へ溶け込ま

せることができるよう環境を整え始めた段階ではあるが、公共で取り扱い可能な魅力ある書

籍が限られているため蔵書が少ない状況にある。 

【当該業務】 

ア 「一地区一図書館構想」の検討を進めるため、未設置地区を含めた全体の図書館機能のあり

方や、地域図書館の特徴化について、アンケート・ヒアリングを踏まえ解析し、戦略案を策

定する。 

イ 電子図書館においても、今後の進め方を上記「ア」と同様に解析し、戦略案を策定する。 

 

④ 美術館を中心とした市民の造形芸術・文化活動の市民作品展示（注４）の戦略案の策定 

【現状】 

  美術館は博物館法に定める調査研究機関として、美術品の収集・調査・研究を行い、その中    

で展示室は市民の貴重な財産である美術品を市民に鑑賞してもらうことを主目的とする点で、

東広島市では、市民の作品を展示するギャラリーとは区分（展示室の貸出は行わないと）し

ている。 

ア 市民が参加企画するための施設としての市民ギャラリーは、館内併設のアートギャラリーの

他、フジグラン東広島から芸術文化ホール内に移転した市民ギャラリーによって、美術館の

催しと連携できるようにしている。 

イ 育成創造型美術館として、市民の「創造」「交流」を育む分野の強化が必要であり、現在、「創

造」「交流」という観点での一般公募展である東広島市美術展（市美展）をこれまで以上に盛

り上げていくことが重要である。令和３年度創設したジュニア部門に加え、新たな戦略が必

要である。 

 

【当該業務】 

ア 市民アンケートや団体へのヒアリングを踏まえ、今後、「育成創造型美術館」を目指すうえで、

市民の参加を促すため、市美展を現在より広く市民の参加が可能となるような展示+αの催し

にスケールアップし、どのような運営が可能か戦略案を策定する。 

イ 美術館とギャラリーの運営形態を踏まえ、市民作品の展示を他の公共施設を含め、どのよう

に特徴化していくか、戦略案を策定する。 

ウ 戦略案の策定については、他市での成功事例等を参考に、総務省類似団体調査での類似団体

との事業比較（本戦略案にかける予算規模、人役等の比較）を行い、事業の一端の目標達成

までの長期スケジュールについて、提案する。 

 

  ⑤ 豊栄地区のスポーツ、文化活動、図書などの機能を有機的な結び付け（注 5）にかかる戦略案と 

その費用積算 

【現状】 

（１）豊栄市民体育館 
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施設名 施設内容 延（床）面積（㎡） 構造

豊栄市民体育館 バレー2、バスケット２、バドミントン３、テニス１、フットサル１ 1,394.81 ＲＣ－2

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２

利用件数 349 284 346 369 311

利用人数（人） 6,335 6,406 6,821 6,148 4,613

H30 R1 R2

363,420円 1,793,640円 561,176円

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
改築費 23,000,000 398,000,000
修繕費 1,101,900 1,101,900 1,101,900 1,101,900 1,101,900 1,101,900 1,101,900 1,101,900 330,570 330,570
光熱水費・委託料 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000
合計 1,877,900 1,877,900 1,877,900 1,877,900 1,877,900 1,877,900 24,877,900 399,877,900 1,106,570 1,106,570

R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 合計
改築費 421,000,000
修繕費 330,570 330,570 330,570 705,774 705,774 705,774 705,774 705,774 705,774 1,093,531 15,796,225
光熱水費・委託料 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 776,000 15,520,000
合計 1,106,570 1,106,570 1,106,570 1,481,774 1,481,774 1,481,774 1,481,774 1,481,774 1,481,774 1,869,531 452,316,225

【現状】 

        1973年の竣工から約 50年が経過しており、施設の老朽化が顕著である。修繕を行い、        

維持管理を行っているが耐震化も遅れており、大規模な改修が必要となっている。 

ア 施設概要 

 

 

 

イ 利用状況 

 

 

 

ウ 修繕実績 

 

 

エ 長期修繕計画によるコスト情報 

 

 

 

 

 

 

（２）豊栄生涯学習センター（施設内に豊栄図書館有） 

【現状】 

平成６年に竣工以来、大規模修繕を行っておらず、老朽化による不具合が多数見受けら

れている。 

施設の規模、設備に対して利用率が低く、年間利用回数は豊栄生涯学習センターより規

模の小さい施設の１/４、利用者数は１/３となっており、なかでもアゼイリアホールは特

定の団体による練習場所として使用されることが多い状況である。 

 【当該業務】 

     ア 豊栄地区における学びの施設について、施設の新規建設が難しい財政状況を踏まえたうえ     

で、施設機能を有機的に結び付けのための既存の施設を有効活用する可能性を検証した戦

略案の策定 

イ 上記「ア」の戦略案に基づく概算費用の算定 

 

⑥ 文化財や文化財関連施設と市内施設や地域の特徴化を結び付けること（注６）による、文化歴史 

への関心を高める戦略案の策定 

【現状】 

東広島市内には歴史ある文化財や関連施設が多くあるが、認知度は低く、各施設等への来館

者も少ないのが現状である。 
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【当該業務】 

ア 市民アンケートや団体ヒアリング等を踏まえ、上記②、④、⑤で策定する戦略案と連携を持

たせるほか、安芸津歴史民俗資料館や、豊栄民俗資料展示室、河内町民俗資料展示室も市内

施設の特徴化の中に含め、東広島市の文化財や歴史等への関心を高めることに資する戦略案

の策定を行う。 

イ 東広島市の文化財や歴史等への関心を高めるため、福富町久芳に移管予定の、新文化財セン

ターに必要な機能について検討し、戦略案の策定を行う。 

 

⑦ 生涯学習センター、地域センターにおける学習活動・学習内容の可視化（注７）および戦略案の 

策定 

【現状】 

ア 生涯学習センター、地域センターにおいて主催講座や貸館事業により市民の学習活動を行っ

ているが、どの施設でどのような学習活動を行っているかを十分に把握していないため、戦

略的に地域共生や地域創造につながる事業展開が実施できていない。 

イ 庁内各部局において、市民を対象とした講座を当該施設で開催しているが、当該施設による

主催講座と重複した学習内容もあり、効果的・効率的な学習展開が出来ていない。 

ウ 今後、市民の「学び」が「実践」につながる好循環を生み出していくにあたり、各施設の主

催講座については、弱点分野や戦略的分野に注力するため、地域の学びを可視化し、効果的・

効率的な学習展開が必要。 

エ ライフステージに応じた切れ目のない学習内容を展開することに際し、特に青少年を対象と

した学習内容が充足していない。 

【当該業務】 

ア 市が提供する各施設の利用状況の電子データ（３年分）をもとに入力・集計・解析を行う。 

イ 集計方法は、利用団体別、利用内容（学習内容含む）、利用者数、減免区分、営利区分、など

属性別クロス集計、その他分析上必要なマトリクス図を作成する。なお、学習内容について

は、文部科学省が実施している社会教育調査の学習内容別区分コードとする。 

ウ クロス集計およびマトリクス図により、各施設の学習活動や学習内容の傾向を解析し、９地

区別の学習活動や学習内容から、特徴的な分野や、弱点分野の強化および効率的・効果的な

学習展開の戦略案を策定する。 

エ 上記「ウ」の結果を踏まえ、ライフステージにおいては、特に青少年を対象とした学習内容

の強化および参加を促す広報周知について戦略案を策定する。 

 

⑧ 青少年の生涯学習の体験の場の充実に係る戦略案の策定（注８） 

【現状】 

ア 青少年の生涯学習活動が他の年齢層に比べて低調であり、様々な機会を捉えて繋げることが

できていない。 

イ ネット環境の進展や社会の変化により、中高生の余暇時間の充実や居場所づくりの創設が必

要。 

ウ 充実した余暇時間や居場所づくりの候補のひとつである放課後子供教室のスタッフの多くは
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高齢者のため、中高生の参加は課題解決の一助と考えられる。（令和４年度開設の風早放課後

子供教室は活動に高校生が参加予定） 

【当該業務】 

ア 青少年の本格的な生涯学習活動促進の検討に資するため、市民アンケートや上記の現状を踏

まえ、青少年の体験の場づくりのための戦略案を作成する。その際、民業圧迫となることは

避けること。 

    イ 余暇時間の充実や居場所づくりを提供することで、地域の繋がりづくりに関わるきっかけと

するとともに学びを活動に昇華させ、様々な本格活動に繋げるための戦略案を策定する。 

ウ 中高生の放課後子供教室への参加促進に係る戦略案を策定する。 
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 ３  業務の成果品  

  （１）報告書の作成 

    市民実態調査を基礎資料として、学びの戦略案策定の各項目をまとめた報告書（速報版を含む）

および概要版を作成すること。なお、各設問に対してグラフ、表、コメント等を使用し、必要な場

合には地図を使用することにより、視覚的な工夫を取り入れること。特に各概要版の作成に当たっ

ては、本編の要約にとどまらず、説明用資料としての見易さ、分かり易さに配慮・工夫をすること。  

 

（２）形式 

受注者は、業務に係る上記（１）の成果品として、次に示すデータ等を納品するものとする。 

ただし、次の「ア」の記録については、その都度電子メールで提出し、本市の確認を受けること。 

【納品内容】  

ア  会議録 

・業務に当たり、本市と受注者との間で実施した打合せの会議録並びに本市の指示事項および

当該指示に対する受注者の対応の記録の電子データ（Word 形式）  

イ  市民実態調査に係るアンケート等  

・市民実態調査に基づき各回収したアンケート等をファイルに綴る等により整理したもの  

   ウ 学びの戦略案（※「市民実態調査」報告書を含む） 

・印刷見本１部（Ａ４版・単色・１００頁程度） 

・上記の電子データ（Word 形式、 Excel 形式および PDF 形式）  

   エ 学びの戦略案＜概要版＞ 

・印刷見本１部（Ａ４版・単色・２０頁程度）  

      ・上記の電子データ（Word 形式、 Excel 形式および PDF 形式）  

オ  「ウ」および「エ」に掲載した各種データ  

      ・回収したアンケートおよびヒアリングシートのデータ  

・単純集計およびクロス集計データ  

・学びの戦略案（概要版を含む）に掲載した図表や画像等のデータ  

・ファイル形式については、本市と協議すること  

カ  「ウ」から「オ」までの電子データを収録した媒体  

      ・CD-R または DVD-R および USB に保存したもの  

キ  その他、本市と受注者との協議により必要と認められたもの  

 

４ 問い合わせ先（発注担当課）  

東広島市教育委員会生涯学習部生涯学習課 

電 話 （０８２）４２０－０９７９ 

   ＦＡＸ （０８２）４２２－１６１０ 
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注 1 スポーツ施設の特徴化・聖地化の概要 

   東広島市の市営スポーツ施設数は近隣市町に比べやや不足している。 

国内類似都市と比べると学校スポーツ施設数については不足しているが、公共施設数についてはや

や本市の方が充実している。 

しかし、市民からは、「大会で予約できる施設がない、予約が取れない」などの意見もある。また、

市域が広い本市では、特定地域におけるスポーツ施設の過疎化が課題となっている。 

そこで、本市のスポーツ施設が民間スポーツ施設を含め本当に充実しているのか、あるいは不足し

ているのか、地区ごとにおいて不足がないか実態を調査する。 

 

 

     

本市の方針としては、中短期展望では、公共スポーツ施設は増やさない。 

    そのため、既存施設を有効利用する必要がある。 

    →スポーツ施設の特徴化・聖地化 

 

1 廃校体育館およびグラウンド（例.東志和、西志和、竹仁、河内、河内西小学校）のスポーツ 

施設利用の検討する。 

2 ただし、廃校施設をスポーツ施設として再利用する場合、地域のためだけの施設にするのでは 

なく、市民全体の施設として整理する必要がある。 

そのため、各施設の利用形態によっては、当該施設を特定スポーツに特徴化し、市民全体の聖 

地化することが一つの解決手段として考えられる。 

この考え方は、既存のスポーツ施設においても運用を検討する必要がある。 

3 聖地化したスポーツ施設については、特徴づけたスポーツに限り、設備を充実したり、大会の 

優先予約を行うなどの優遇措置を行うことを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設 5.6 5.3

学校施設 26.3 23.3

公共施設 4.3 5.3

学校施設 23.9 23.3

人口100人当たりの㎡数

体育館調査表（近隣市）

197,736平均 人口100人当たりの㎡数

東広島市

189,192

東広島市

189,192

近隣市町の平均値

県外20万都市の平均値

体育館調査表（県外の人口20万都市）

平均 149,442
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注 2 東広島市公設で、ホールのある地域拠点の文化と学びの施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注３ 地域図書館特徴化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東広島市公設、ホールのある地域拠点の文化と学びの施設 

東広島市立図書館 
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【仮説】 ４文化センターは、貸館中心の市民利用の場となっているため、各施設の特徴を活かした自主事 

業や地域の文化祭を支援し実施することで、市民の活動が実践へと繋がるのではないか。 
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注 3 地域図書館の概要 
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【仮説】９町に１つずつ図書館機能を整備し、公設図書館全体で１つの図書館を構成するというコンセプ

トのもと、各館共通で高齢者、子ども向け書籍を配架したうえで、地域の特色をふまえた書籍を

配架した図書館とすることで、学びの交流や深化を図ることができ、市全体を学びのキャンパス

とすることができないか。加えて、電子書籍やアウトリーチサービスの充実、ＤＸ化の推進等を

整備することができないか。 

 

    

  

R 
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注 4 美術館と市民展示会場（市民ギャラリー等）の経緯 

 

             

  

 

    

 

 

 

市民ギャラリー 

（芸術文化ホールくらら内） 

アートギャラリー 

（東広島市立美術館内） 

旧東広島市立美術館 
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注 5 豊栄市民体育館および豊栄生涯学習センター（図書館併設）の概要 

 

【仮説】 豊栄生涯学習センターの利用回数・利用者の減少および老朽化している豊栄市民体育館の耐震

化への対応などの複合的な課題を解消するため、豊栄市民体育館を解体し、スポーツ施設の機

能を豊栄生涯学習センターへ集約し、ホール部分を文化活動やスポーツなど多目的ホールにす

ることで、豊栄地区の利用者の促進が図られるとともに、生涯学習の推進およびスポーツの振

興に寄与することができないか。 
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注 6 文化財関連施設の概要 

（1）（仮称）新文化財センター（旧久芳小学校跡地）への集約化のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）（仮称）新文化財センター等施設概要 （R3 年度現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 施設内容 延（床）面積 構造
新文化財センター（旧久芳小学校）
（東広島市福富町久芳3329番地3）

展示室・収蔵庫・作業室・会議室・
事務室他

3,386㎡ RC-3

出土文化財管理センター
（東広島市河内町中河内651番地7）

展示室・収蔵庫・作業室・事務室 932.38㎡ RC-3

八本松歴史民俗資料館
（東広島市八本松南二丁目1番2号）

展示室 98㎡ RC-1

三永歴史民俗資料館
（東広島市西条町下三永10929番地）

展示室・収蔵庫 90.23㎡ W-1

安芸津歴史民俗資料館
（東広島市安芸津町三津4398番地　安芸津文
化福祉センター3F ）

展示室・収蔵庫 343.24㎡ RC-3

豊栄町民俗資料展示室
（広島県東広島市豊栄町安宿3878番地1 安宿
地域センター2階）

展示室・収蔵庫 189㎡ W-1

河内町民俗資料展示室
（東広島市河内町宇山1481番地
　宇山地域センター・そば処さわやか茶屋2階）

展示室・収蔵庫 63㎡ W-1

①  

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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【仮説】 各地域にある文化財関連施設を他の戦略案と結びつけることで、新文化財センターを起点とし

て、各地区においてテーマ性を持った文化財に関する事業を展開することが出来、市民の文化

財に対する関心が高まるのではないか。 

 

   

 

  



28 

 

注７ 生涯学習推進の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 8 地域学校協働活動、放課後子供教室およびいきいきこどもクラブの連携図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仮説】中高生の余暇時間の選択肢や居場所として「体験の場」（教わる・教える）を提供することで、体

験した生徒が本格的な生涯学習活動を行うというルートに繋げていくことができないか。 


